
3-1.水需要

【現状評価】

　美咲町水道事業の給水人口は減少傾向が続いています。

　2011年度に15,173人であった給水人口は2020年度には13,234人へ12.8％減少し

ており、それに伴い有収水量は4,751(m3/日)から4,229(m3/日)へと11.0％減少し

ました。(図3-1、図3-2参照)

【課題】

　生活用の水量が有収水量の大半を占めているので、給水人口の変動が有収水量

及び料金収入の増減に直結すると思われます。

　今後も徐々に給水人口が減少する見込みとなっており、水需要もともに減少し

ていくものと考えられます。推計結果は「4-1.水需要予測」に示します。

３．水道事業の現状評価・課題

15,526 
15,412 

15,280 
15,103 

14,837 
14,624 

14,378 
14,175 

13,757 

13,496 

15,173 
14,983 

14,493 14,418 
14,313 

14,161 
13,959 

13,740 

13,370 
13,234 

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(人)

図3-1.給水人口の推移
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図3-2.有収水量の推移
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3-2.水道施設

【現状評価】

　上水道事業には建設後40年を経過する施設があり、老朽化が著しく、それらの

更新を検討しなければなりません。耐震化もあまり進んでおらず、主要な施設か

ら順に進めていく必要があり、今後料金収入が減る中で費用の捻出が問題となっ

てきます。

　水道施設は人口増加を続けていた時代に建設されたものが多く、現在の水運用

状況と必ずしも適合しているとは限らないため、給水量の減少に伴って人口規模

に合う施設のダウンサイジングや統廃合を行い、施設規模の適正化を図る必要が

あります。

【課題】

　法定耐用年数を超えた施設に関しては、更生・更新等の必要な対策を計画的に

進めていく必要があります。また、それとともに耐震化も進めていかなければな

りません。

　既存施設運営の効率化や能率化を進めるべく、統合、若しくは単独でのダウン

サイジングを検討していますが、町全体での施設の統廃合は地形的な条件から非

常に難しく、限定的な設備にとどまることが想定されます。

図3-3.配水池



3-3.水源と水質

【現状評価】

　中央および柵原地域は自己水源として浅井戸を所有していますが、必要となる

全水量を確保できないため、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」と称す)から

受水を受けることで不足分を補っており、特に中央地域の受水の割合が高くなっ

ています。旭地域に関しては、ダム湖水と浅井戸の自己水源で水道水を賄うこと

ができています。ダム湖での藻類の異常発生への対策として活性炭濾過による高

度処理も行っています。

　水質検査計画及び水質検査結果についてはホームページに公表されています。

過去５年間ではいずれの検査項目に関しても異常値は見られていません。過去５

年分の水質検査結果をまとめたものを次葉以降に添付します。

【課題】

　旭地域の水の供給に関して、自己水源のみでは万一の場合に不安が残るため、

自己水源以外の供給手段を検討する必要があります。その他水源も万全であると

は言い難いため、水質管理を徹底し、有事の対応を強化するとともに、水質の安

全性を確保するための対策を検討します。

　中央地域に関しては、旭、柵原地域と施設をつないで供給を受けることが非常

に難しく、不安定な水質状況から自己水源を廃止し企業団からの全面受水とする

ことも視野に入れています。

　水質の不安定な水源地の安定化対策として、高度浄水処理の採用を検討します。

高度浄水処理とは、通常の浄水処理に加えて活性炭処理、オゾン処理、生物処理

の一つまたは複数を行う浄水方式であり、有機物やカビ臭を取り除くことができ

ます。

　本町の水源には浅井戸が多く、その特徴として深井戸に比べて周辺環境の影響

を受け易くなっています。クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原性微生物が原

水中で確認される可能性もあり、その際の対策として紫外線処理設備や適切な濾

過設備を準備しておく必要があります。また、耐塩素性病原性微生物及び指標菌

(大腸菌、嫌気性芽胞菌)の検査も必要に応じて行う必要があります。























3-4.有収率

【現状評価】

　有収率とは、作った水の量と収入になった水の量の比率であり、これが高いほ

ど効率的であるといえます。本町の過去10年の有収率はすべてが70％台となって

おり、簡易水道全国平均と比べて大差のない数値となっています。しかし、上水

道全国平均は89.7％であり、本町水道事業は2020年に上水道事業へ移行したこと

から今後はそれを目標にして向上に努めていく必要があります。有収率が上がっ

ても、収入が増えるわけではありませんが、経費の削減につながります。

【課題】

　有収率を向上させる手段として、3-2の課題である施設の更新、耐震化等を行う

ことが挙げられます。また、点検の充実、強化も効果があると思われます。その

ためには、通常の維持管理強化に加えて継続的な漏水調査の実施と計画的な老朽

管の更新を進める必要があります。
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図3-4.有収率の現状
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3-5.水道料金

【現状評価】

　美咲町の水道料金は合併時に統一して以降、消費税改定のみの見直しに留まっ

ています。

　20m3当たりの水道料金は3,630円となっています。特段高いわけでもなく、県平

均に近い値となっていますが、近隣の類似地域と比較した場合は安い部類に分類

されており、人口当たりの料金収入も低くなっています。水道事業は独立採算が

本来の姿ではありますが、現状は支出の割合が多く、企業債の発行や国庫補助金

のほか、一般会計からの多額の繰入金で補填している状況です。

　現在美咲町は毎月検針で口径ごとの料金の違いはありませんが、2カ月ごとの検

針徴収と口径別の料金設定への移行を検討しています。全国での口径別料金設定

と検針頻度の割合は、以下の通りです。

【課題】

　今後は維持管理だけでなく更新、耐震化等に費用がかかるようになるので、水

道料金を値上げする必要があります。今後増えていくと想定される支出を加味し、

経営を安定させるだけの収入を得られるように料金を設定することが必須となり

ます。避けては通れないので、その際には住民に対して適切な説明を行い、意見

をすり合わせた上で実行に移さなければなりません。

1,563

30

818

715

計

その他

2カ月毎検針

毎月検針

箇所数 箇所数 割合

用途別 631 40.3%

割合

100%

1.9%

52.3%

45.8%

単一 89 5.6%

検針方法 料金設定

100%1,563計

口径別 676 43.5%

併用 167 10.6%

4,565 4,510 4,400 4,390 4,301 4,290
4,104

3,734 3,630 3,575

4,150

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

久米南町 勝央町 鏡野町 奈義町 吉備中央町 真庭市 美作市 赤磐市 美咲町 津山市

図3-5.20m3当たりの水道料金

(円/20m3)

近隣地域平均



3-6.財政状況

【現状評価】

　美咲町水道事業は2020年度から公営企業会計で運営しています。初年度の決算

状況を以下に示します。　

税抜：千円

収益的収入

営業収益 うち給水収益302,493

営業外収益

特別利益

収益的支出

営業費用

営業外費用

特別損失

収益的収支差引 当年度純利益

資本的収入

企業債

国庫補助金

出資金

資本的支出

建設改良費

企業債償還金

　収益的収支とは経営活動に伴い発生した全ての収支で、資本的収支とは建設改

良費や企業債償還金等の収支のことです。資本的収支の不足額は引継金等で補填

されています。繰入額は出資金・負担金・補助金の合計で291,528千円となって

います。

【課題】

　公営企業は独立採算制が原則でありますが、繰入金には一般会計の負担が認め

られている基準内繰入とそれ以外の基準外繰入に分けられます。基準内繰入金は

財政処置がありますが、基準外繰入金については縮小を図っていかなければなり

ません。

　中長期の更新費用も勘案し、効率的な運営を図り、料金についての検討も必要

であります。

223,850

資本的収支差引 -122,070
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支
調整額及び引継金で補填

基準内繰入金 基準外繰入金 合計

151,945千円 139,583千円 291,528千円
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3-7.旧ビジョンの施策実施状況と今後の予定

　ここでは旧ビジョンで掲げた具体的な施策について、現在の状況や今後の予定

について述べるものとします。

・監視体制の強化 ・維持管理業務にて対応

・定期的な巡回点検 ・維持管理業務にて対応

　(特に水源地、浄水場)

・水資源の大切さや節水意識 ・広報誌やホームページなど

　の啓発 　を通じて随時発信

・監視カメラや警報装置の ・導入検討中

　導入

・水質の安全性や住民の信頼 ・毎年水質検査計画を策定し

　性の確保 　実施結果を町ホームページ

　にて公表

・水質事故発生防止への取り ・臨時水質検査体制の構築と

　組み 　危機管理意識の持続

・最適な塩素注入量の管理 ・維持管理業務にて残留塩素

　濃度の管理を徹底

・企業団受水の増量検討 ・上水道創設時に、町全体の

　 　受水量を増量(+660 /日)

　4,200 /日→4,860 /日

・今後、不安定な自己水源を

　廃止して企業団受水に切り

　替えていくことを検討

・水道の統合整備の検討 ・旧大山簡易水道を江与味給

　水区、旧当地簡易水道を西

　川給水区に統合した

・今後給水区(浄水場)の統合

　やダウンサイジングを検討

・優先順位をつけて施設整備 ・統合簡易水道事業にて緊急

　を実施 　を要する施設整備を実施済

・中長期的な視野をもった ・短期～中長期的な施設整備

　整備計画の推進 　計画を早急に樹立し、実行

　する

・分散型と集中型を組み合わ ・町内の地形的な問題から集

　せた水道システムを検討 　中型が可能な給水区と困難

　な給水区があるため、地域

　性を考慮して検討する
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・管路更新事業の推進 ・現状は部分的な更新に留め

　採択後の国庫補助(交付金)

　事業を利用して管路更新を

　推進する

・水需要減少に伴う適正管 ・布設替時に耐震化と併せて

　口径への見直し 　口径の適正化を検討する

・基幹管路を中心に、耐震管 ・統合簡易水道事業以降で、

　への改良検討 　更新する管路は全て耐震管

　を考慮している

・浄水場や幹線管路が被災し ・柵原中央浄水場の自家発電

　た場合の全面的な長期断水 　装置を更新済

　防止対策 ・岡山県水道広域化推進プラ

　ンが策定され次第協力して

　いく予定（広域連携）

・災害想定訓練の実施や防災 ・防災対策や危機管理体制の

　技術の習得及び意識の高揚 　強化など取組を継続する

・災害マニュアルの整備 ・検討中

・周辺自治体との支援体制の ・広域連携による支援体制の

　継続、強化 　構築を予定

・応急給水活動の効率化 ・マニュアルと併せて検討中

・図面及び台帳類の施設情報 ・固定資産台帳整備を実施済

　整理充実 ・図面等については修繕履歴

　等も踏まえた管路図を作成

　し、更新計画の構築に役立

　てている

・事業全体で経費の削減 ・効率的な施設運営と人員配

　置の見直しを行う

・工事コストの縮減 ・道路改良工事等の同時施工

　や経済的な工法契約方法の

　見直し等推進している

・民間委託の推進 ・検針や業務委託等で民間委

　託をしている

・外部研修会の積極的な参加 ・水道技術管理者講習等外部

　講習及び研修会へ積極的に

　参加している

・職場での実務研修の充実 ・水道事業に精通した職員の

　確保に努める

基本
目標

重点
施策

施策内容
現在の状況
今後の予定

②
安
定
し
て
供
給
で
き
る
水
道

老
朽
管
の
更
新
、

基
幹
施
設
・
管
路
の
耐
震
化

危
機
管
理
体
制
の
強
化

③
持
続
す
る
水
道

経
費
、
コ
ス
ト
縮
減

人
材
育
成
と
水
道

技
術
の
継
承



・電力の省力化 ・加圧ポンプ等の効率的な

　運転に努める

・環境に配慮した設備による ・検討中

　省エネルギー化の推進

・管路点検強化による有収率 ・夜間配水流量の増加や異常

　の向上 　検針値が発見された場合は

　もとより、定期的に漏水調

　査を実施し漏水箇所の修繕

　を行うことで有収率の向上

　を図る

・環境負荷の低減 ・直接診断結果と間接診断結

　果をもとに効果的な老朽管

　の改善を行う

・水道利用に関する手続きの ・使用料納付について口座引

　簡素化 　き落としのほかコンビニ

　収納等の方法も検討

・苦情や問い合わせへの対応 ・即座に対応し、早期解決を

　図っている

・サービスの向上 ・未加入者に対する加入促進

　を引き続き行う

・費用対効果や採算性を考慮

　しつつ、サービスの提供に

　務める

・情報の積極的な公開 ・広報誌やホームページなど

　を利用して情報公開を実施

・オープンな水道事業 ・アンケート調査等を通じて

　利用者の声を水道事業に活

　かせるよう努力する
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